
富士市マナー条例スローガン募集要項 
 

1. 趣旨 

富士市誰もが快適に過ごすことができる美しいまちづくりの推進に関する条例（通称：富士市マ

ナー条例）は、令和 8 年 6 月 1 日に制定 10 周年を迎えます。   

これまで本条例を通じて、市民の皆様とともに、思いやりを大切にする美しいまちづくりの推進に

努めてまいりました。   

ついては、条例の理念をより多くの方々に広め、美しいまちづくりを促進するため、親しみやす

く、分かりやすいスローガンを募集します。 

 

2. 募集内容・規格 

・ 趣旨に即した内容であること。 

・ 美しいまちづくりの促進に関する内容であること。 

・ わかりやすく、イメージしやすい内容であること。 

・ 対象を特定せず、広く訴求できる内容であること。 

・ 概ね 15 文字以内であること。 

・ 使用言語は日本語のみであること。 

 

※次の項目に該当するものは審査の対象外となります。 

・ 生成的人工知能（生成 AI）による生成作品 

・ 公序良俗に反するもの 

・ 法令に違反するまたは違反するおそれのあるもの 

・ 特定の主義、政治的主張又は宗教の普及を目的とするもの 

・ 公共性に乏しいもの 

・ 営利を目的としたもの 

 

3. 使用目的 

富士市マナー条例事業に関わる啓発活動での使用のほか、市が認める民間主催の事業等に対しても

その使用を許可するものとします。 

 

4. 応募資格 

居住地、年齢、経歴は問いません。どなたでも応募できます。 

※ 未成年（18 歳未満）の方は、保護者の同意を得たうえで応募してください。 



※一人につき応募できる作品は 1 点に限ります。（複数応募された場合は全て無効となります） 

 

5. 募集期間 

令和 8 年 1 月 8 日（木）から令和 8 年 2 月 5 日（木）まで 

 

6. 応募方法 

Web 上の専用応募フォームから必要事項及び応募作品等を入力し、送信してください。 

https://logoform.jp/form/5KXT/1332793 

 

7. 選考方法 

1 次審査：庁内関係部局職員が選考を行い、2 次審査へ進む作品を選定します。 

2 次審査：市全職員が選考を行い、最終審査作品を選定します。 

最終審査：富士市環境政策推進委員会委員⾧による選考の結果、採用作品 1 点が決定します。 

 

8. 結果発表 

・ 受賞者に直接ご連絡するとともに、富士市のウェブサイト等で発表します。 

・ 発表時に作品と氏名を公開します。 

・ 発表は令和 8 年 3 月下旬から 4 月上旬を予定しています。 

 

9. 賞品 

・ 採用作品 1 点：iPad（第 10 世代・Wi‑Fi モデル）※民間企業からの提供品（企業名非公開） 

 

10. 留意事項 

・ 応募作品は、応募者自身が創作した、国内外で未発表（未提出）の作品であり、既に発表されて

いるものと同一または類似・模倣ではないこと、第三者から著作権、特許権、商標権等の主張が

されておらず、第三者の一切の権利を侵害しないものに限ります。 

・ 応募に伴い、応募者と第三者間において諸問題が発生した場合、富士市は一切の責任を負いませ

ん。 

・ 採用作品について、本募集要項等に違反する事実が明らかになった場合、採用を取り消す場合が

あります。 

・ 応募作品の制作過程に関する情報（着想に至った経緯や参考にした情報等）は破棄をせずに必ず

保管してください。著作権の確認のため、これらの情報の提出を求める場合があります。 



・ 著作権法その他法令の規定に違反があると富士市が判断した場合には、受賞を取り消すととも

に、賞金及び富士市が受けた損害金の返還を請求することがあります。また、応募作品について

著作権等に係る問題が発生した場合は、すべて応募者の責任とします。 

・ 応募内容に虚偽が判明した場合は、採用後であっても決定を取消す場合があります。 

・ 応募に係る一切の費用は応募者の負担とします。 

・ 採用作品の関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定される権利を含みます。）その他

一切の知的財産権は富士市に帰属するものとします。また、応募者は採用作品に関して著作者人

格権を行使しないものとします。 

 

11. その他 

・ 応募された時点で、本要項のすべてに同意したものとします。 

・ 本要項に取り決めのない事項については、市の判断により決定します。 

・ 応募時に記載いただく個人情報は、本件以外の目的には使用しません。 

・ 採用作品を市および民間企業を含む関係者の啓発事業等で活用する際には、氏名などの個人情報

は掲載しません。 

・ 受付通知及び不採用通知は行いません。 

・ 選考経過及び選考結果についてのお問合せには対応しかねます。 

 

12. 問合せ先 

〒417‑8601 富士市永田町 1 丁目 100 番地 

富士市環境部環境総務課 環境政策担当 

電話 0545‑55‑2902 メール ka‑kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp 


